
 

 

 

 

平成２０年２月２６日 

消 防 庁 

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）に対する意見募集 
 

消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令（案）の内容について、平成２０年２

月２７日から平成２０年３月２７日までの間、意見を募集します。 

 

 

１ 背景 

構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第３条第１項に基づき閣議決定された

構造改革特別区域基本方針（平成１５年１月２４日閣議決定。以下「方針」という。）別表

第１「４１１」に「劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例の適用措置」が

盛り込まれており、構造改革特別地域（以下「特区」という。）内の一定の要件を満たす劇

場等については、避難口誘導灯及び誘導標識について、それらの設置及び維持に係る消防法

施行令（昭和３６年政令第３７号）第２６条の規定を適用しないことができることとなって

いるところ、これまでの特区内の劇場等における当該特例措置の運営実績及びそれに伴う知

見の蓄積を踏まえて検討した結果、防火安全上の支障がないことが認められたため、消防法

施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第２８条の２を改正することによって、当該特例措

置の全国展開を図ることとするものです。 

 

２ 意見募集対象及び意見公募要領 

○意見募集対象 

(1) 消防法施行規則の一部を改正する省令（案）について（概要） 

(2) 消防法施行規則の一部を改正する省令案（新旧対照表） 

○詳細については、別紙の意見募集要領をご覧ください。 

 

３ 意見募集の期限 

平成２０年３月２７日（木）（必着）（郵便についても、募集期間内の必着とします。） 

 

４ 今後の予定 

皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。 

 

（事務連絡先）総務省消防庁予防課  

（担当：伊藤補佐、宮路事務官） 

  ℡ ０３－５２５３－７５２３（直通）

  FAX ０３－５２５３－７５３３ 



 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）について 

平 成 2 0 年 2 月 

消 防 庁 予 防 課 

１ 改正理由 

 構造改革特別区域法（平成１４年法律第１８９号）第３条第１項に基づき閣議決定された構

造改革特別区域基本方針（平成１５年１月２４日閣議決定。以下「方針」という。）別表第１

「４１１」に「劇場等における誘導灯及び誘導標識に関する基準の特例の適用措置」が盛り込

まれており、構造改革特別地域（以下「特区」という。）内の一定の要件を満たす劇場等につ

いては、避難口誘導灯及び誘導標識について、それらの設置及び維持に係る消防法施行令（昭

和３６年政令第３７号。以下「令」という。）第２６条の規定を適用しないことができること

となっている。 

 今回、これまでの特区内の劇場等における当該特例措置の運営実績及びそれに伴う知見の蓄

積を踏まえて検討したところ、防火安全上の支障がないことが認められたため、消防法施行規

則（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第２８条の２を改正することによっ

て、当該特例措置の全国展開を図ることとした。 

 

２ 主な改正内容 

令第２６条第１項ただし書に規定する「避難が容易であると認められるもので総務省令で定

めるもの」として、規則第２８条の２に以下の防火対象物の部分を追加すること。 

（１）避難口誘導灯について 

令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階（床面積500㎡以下で、かつ、客席の床面

積が150㎡以下のものに限る。以下同じ。）で、次のアからウまでに該当するもの。 

ア 客席避難口（客席に直接面する避難口をいう。以下同じ。）を２以上有すること。 

イ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の

各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が20メートル以下であること。 

ウ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明

装置（自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯する

ことができるもので、非常電源が附置されているものに限る。）が設けられていること。 

（２）誘導標識について 

令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で、次のアからウまでに該当するもの。 

ア 客席避難口を２以上有すること。 

イ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の

各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。 

ウ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明

装置（自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯する

ことができるもので、非常電源が附置されているものに限る。）が設けられていること。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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意 見 募 集 要 領  

 

１ 意見募集対象  

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）について 

 

２ 資料入手方法  

意見募集対象となる省令案については、電子政府の総合窓口（e-Gov）（「パブ

リックコメント」欄（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）に掲載すると

ともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。  

 

３ 意見の提出方法  

意見書（別紙様式）に日本語で氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代

表者の氏名及び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールア

ドレス）を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してく

ださい。 

御記入いただいた氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）は、

提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。 

なお、御意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願

います。 

 

（１）電子メールを利用する場合 

電子メールアドレス：t2.miyaji@soumu.go.jp

総務省消防庁予防課あて 

※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル（ファイル形式はテ

キストファイル、マイクロソフトＷｏｒｄファイル又はジャストシステム

社一太郎ファイル（他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せく

ださい。））として提出してください。 

なお、電子メールの受取可能最大容量は、５ＭＢとなっていますので、そ

れを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。 

 

（２）郵送する場合  

〒１００－８９２６ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

総務省消防庁予防課あて 

別途、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願

いする場合があります。その場合の磁気ディスクの条件等は、次のとおりで

す。 

○磁気ディスク：３．５インチ、２ＨＤ 

○フォーマット形式：１．４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォーマット 

mailto:t2.miyaji@soumu.go.jp


○ファイル形式：テキストファイル、マイクロソフトＷｏｒｄファイル又は

ジャストシステム社一太郎ファイル（他のファイル形式と

する場合は、担当までお問合せください。）

 

磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベル

を貼付してください。なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却

できませんのであらかじめ御了承願います。 

 

（３）ＦＡＸを利用する場合 

ＦＡＸ番号：０３－５２５３－７５３３ 

総務省消防庁予防課あて 

※担当に電話連絡後、送付してください。 

なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。 

 

４ 意見提出期限 

平成２０年３月２７日（木）（必着）（郵便についても、募集期間内の必着とし

ます。） 

 

５ 留意事項 

意見が１０００字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。 

提出されました意見は、電子政府の総合窓口[ｅ－Ｇｏｖ]パブリックコメント・

意見募集案内（http://www.e-gov.go.jp）の「パブリックコメント欄」に掲載する

ほか、総務省消防庁予防課において配布します。 

なお、意見を提出された方の氏名（法人等にあってはその名称）やその他属性に

関する情報を公表する場合があります（匿名希望、及び御意見も含めた全体につい

て非公表を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。）。また、

意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 
 



様式 

意 見 書 

 

平成  年  月  日 

 

総務省消防庁予防課 あて 

 

郵 便 番 号：〒             

（ふりがな） 

住    所：              

（ふりがな） 

氏名（注１） ：               

電 話 番 号：              

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：              

 

消防法施行規則の一部を改正する省令（案）に関し、以下のとおり意見を提出いたします。 

 

（以下に意見を記載する。別紙に記載する場合は「別紙に記載」と記載し、意見を記載した別紙

を添付する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。 

注２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。 
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